
  

総論
第1章  婚姻,出産及び子供の健康をめぐって

子供にとって,心身ともに健全に生まれ,育つことが何よりの幸せである。この章は,この観点からの主要項
目について,最近の状況をまとめたものである。婚姻,離婚の項からはじめたのは,最近いくつかの先進諸国
で,いわゆる未婚の母が激増するとか,結婚をしない男女が増えている(結果として有配偶率が低下する)と
か,更には離婚の増加による児童福祉上の問題が提起されているからである。

繰り返すが,心身ともに健全で,経済的基盤も確立し精神的にも両親の待ち望む愛情の中に生れてくること
の幸せはかけがえのないものである。

また,子供の健康をめぐる問題をみてみると最近は知識の普及,施設整備水準の向上で結婚前の双方の健康
診断から始まり,妊娠・出産期及び1歳6か月児健康診査,3歳児健康診査などの受診率も高く,乳児の健康水
準の代表的指標である乳児死亡率の低さは世界のトップクラスとなっているところであるが,個別にみる
ならばなお問題が残されている。 
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総論
第1章  婚姻,出産及び子供の健康をめぐって
第1節  婚姻の動向
1  婚姻数

我が国の婚姻の動向についてみると,まず第2次大戦後の婚姻の急増によって,22年の年間婚姻件数は90万
を超え,「ベビーブーム」のもととなったが,その後は減少し,25年,30年には,70万台と第2次大戦中と同程
度の水準になった。しかし,30年代の後半になると,戦時中に生まれた者が婚姻期に入りはじめて,婚姻数は
再び90万台になり,更にベビーブーム期に生まれた者が婚姻期に入りはじめた40年代の半ばには100万台
に達し,第2の「結婚ブーム」が出現した。その後は再び減少しはじめ,53年には79万と,30年代の前半とほ
ぼ同じ水準になっている(第1-1表)。

第1-1表 婚姻件数と婚姻率の年次推移
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総論
第1章  婚姻,出産及び子供の健康をめぐって
第1節  婚姻の動向
2  初婚年齢と結婚形態の変化

出生の動向を左右する一要素として,初婚年齢の動向がある(第1-1図)。

第1-1図 日本人夫婦の平均初婚年齢の推移と結婚形態の変化

これをみると戦前は,昭和15年ごろまで全般に上昇傾向を示したが,その後戦争直後にかけて降下した。

戦後においては,25年から35年ごろにかけて男女とも1.5歳弱上昇したが,その後は,ほぼ一定状態にある。

結婚形態としては,恋愛結婚の比率が高まり,25年に28.2%であったものが50年には65.1%になっている。
恋愛結婚では,妻が有業である率が46.1%となって見合いの場合の34.9%より高くなっており,夫妻の年齢
差をみると,夫が1～4歳年長の場合の比率は大差ないものの,恋愛結婚の場合夫妻同年又は妻が1～4歳年長
の場合の比率が高く,その分夫5～9歳年長の比率が低くなっている(第1-2表)。

第1-2表 結婚の形態別にみた夫妻の年齢差
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夫が働いている場合に妻も働くこと(いわゆる「共働き」)についての希望をみると,夫の希望としては
「子供ができるまで働いてほしい」が46.0％となっているが,妻の希望としては,「事情が許す限り働きた
い」が43.6％,「子供ができるまでは働きたい」が41.6％を占め,夫の「できるだけ長く働いてほしい」の
22.2％とあいまって,共働きに対する志向はかなり強い(第1-3表)。

第1-3表 共働きについての希望
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総論
第1章  婚姻,出産及び子供の健康をめぐって
第1節  婚姻の動向
3  有配偶率の動き

次に,同年齢者のうち結婚している者がどのくらいいるか,すなわち有配偶率をみてみよう。

この項目での問題意識は,結婚をする者が経年次的に減少していないか,諸外国と比べてどんな位置にある
かという点である。

結果的に言うと,その点に関しては,日本は健全な状態にあり,疾病構造の変化などで,中年期に死別するこ
とも減少したため,男女とも比較的高齢期まで配偶者とともに暮らせるようになった。第1-4表は,その辺
の事情を反映して最近の数値が上ってきている。更に,国際比較を示す 第1-5表をみると,日本の場合,男女
とも25歳未満の有配偶率が低いこと,つまり初婚年齢が高いことが目立つ。また,日本の男子35～64歳では
いずれも90％を超える有配偶率で,40～59歳では94～95％となっており,韓国と並んで極めて高い。日本
の女子でも25～54歳で80～90%となっており,高いグループに属している。

第1-4表 有配偶率の推移

第1-5表 有配偶率の国際比較
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したがって,男女とも比較的高齢期まで配偶者とともに暮らせる状況であると言える。反面,表でみる限り
アメリカ,スウェーデンなどの適齢者の有配偶率の低いのが目につく。
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総論
第1章  婚姻,出産及び子供の健康をめぐって
第1節  婚姻の動向
4  結婚後の不安定―離婚の増加

離婚の動向は第2次大戦直後の混乱期においては,総人口に対する比率で1‰を超える高い値を示していた
が社会が落ち着くにつれて低下し,35年には69,410件,率にして0.74‰と世界でも最も安定した数値を示し
た。しかし,その後は増勢に転じ,わずかではあるが一貫して増加しており,53年には132,145件,率で1.15‰
に達している(第1-6表)。また,統計に現われない事実上の別居など夫婦間のひびわれがかなり潜在化して
いるとも言われ,児童福祉の観点からも無視できない。

第1-6表 離婚件数と離婚率の年次推移

同居をやめたときの年齢分布をみると,53年では夫,妻とも25～29歳が最も多く,次いで30～34歳となって
おり,45年と53年を比較すると,20～24歳で減少しているが,反面中年層の離婚数が増加している(第1-2
図)。

第1-2図 同居をやめたときの年齢別にみた離婚件数及ぴ百分率
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また,結婚生活に入ってから,同居をやめたときまでの期間別では,53年で5～10年が26.7％と最も多く,次い
で1～3年(16.8%),1年未満(10.0%)であるが,35年及び40年と比較すると,結婚後,短期間で離婚する者の割
合が減少傾向を示しているのに対し,結婚後10年以上経って離婚する者が特に実数において顕著に増加し
ている(第1-3図)。

第1-3図 結婚生活に入ってから同居をやめたときまでの期間別離婚件数及び百分率
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もっとも,我が国の離婚率は最近増加しているものの欧米諸国に比べればまだ低い水準にある(第1-7表 )。

第1-7表 各国の離婚率の推移

我が国においては,「子はかすがい」と言われて,子供がいれば,なんとか家庭を維持しようとする努力がな
されてきた。しかし,前にみたとおり,離婚は最近増加の傾向を示し,特に結婚してかなりの年月を経て離婚
する例が実数においても,比率においても顕著に増加している。

離婚によって影響を受ける子供の数について,我が国と諸外国とを比較してみると,1離婚当たりの親権に
服する子供の数(離婚の時点で離婚者のどちらかに従属している20歳未満の生存児数)は,我が国は1977年
で,1.085人で西ドイツとほぼ同じ水準にあるが,年次推移でみると,西ドイツの横ばい傾向,アメリカの減少
傾向に対し,我が国は前に述べたような離婚数の増加及び離婚年齢の高齢化によってスウェーデンなどと
同様1離婚当たりの親権に服する子供の数が増加しており,子供の健全育成という面から憂慮される状況と
なっている。

離婚後の子供の扶養状況をみると(第1-8表),1人の場合は妻がみる傾向が強く,30年では夫が53.3％,妻が
46.7%となって夫の方が6.6％多かったのが,53年では28.2％と71.8％となってその比率は逆転してい
る。2人の場合においても2児とも夫がみる場合が30年で40.8％であったのが,53年では27.0％,逆に妻がみ
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る場合が35.2％から60・9％と両方で1人ずつみるという例も23.9％から12.1％と変化して,いずれの場合
も妻が親権を行う率が高くなっている。この傾向は3人以上の場合も同様で,離婚に際しては子供は,妻の
方に行く例が多くなっており,これが母子家庭数の増加の原因の一つとなっている。

第1-8表 親権に服する子の数別にみた年次別離婚割合

離婚の増加に従って全婚姻のなかに占める再婚の率も上昇している。この傾向は第1-9表にみるように先
進国と同様の傾向にあるが,我が国においては,特に妻の再婚者の割合の増加が注目される。割合としては,
いずれの国に購いても夫が再婚者で妻が初婚者である率が高くなっているが,再婚者同士になると国に
よっては,近年,夫が再婚者で妻が初婚の場合より高くなっている。

第1-9表 国別・年次別にみた再婚者の全婚姻に対する割合
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総論
第1章  婚姻,出産及び子供の健康をめぐって
第2節  出生の動向
1  低下してきた出生率

我が国の出生率は第1-10表及び 第1-4図のとおり、25年までは、人口1000対30前後で推移し国際的にも
高いグループに属していたが,それ以後は急速な低下を示して,36年には16.9‰(出生数159万人)と戦後最
低を記録した。その後37年を境にして上昇傾向に転じ,41年の「ひのえうま」による異常な低下とその前
後の特殊な変動を除けば、ほぼ安定した推移を示し、出生数も200万人台を49年まで維持し続けた。40
年代後半の増加は,戦後直後のベビーブーム期に生まれた人々が結婚し,出産する時期に入った事によるも
のである。しかし,50年代に入ると,出生数,出生率ともに急激な減少傾向をたどり,53年には出生数171万
人,出生率14.9という低い水準となった。この異常とも言える出生率の低下傾向がこのまま続くのか,また,
低下傾向が止まって横ばいとなるのか,あるいはまた緩やかな上昇を見せるのか即断を許さないが,今後の
動向については,十分注意を要する。言うまでもなく,出生の動向は将来の社会,経済に多大の影響を及ぼす
からである。

第1-10表 出生数・出生率の動向

第1-4図 出生率と死亡率の推移
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もっとも,このような出生数の低下は第1-11表に示すように,我が国ばかりでなく,西欧先進国共通の現象で
もある。人口学上,将来の人口置換の指標として純再生産率が用いられるが,例えば,第1-11表中最低水準の
数値を示す西ドイツを例にとると,1978年の人口約5,700万人(外国人を除く)が,このままの低い出生率が
続くとすれば2000年で約5,200万人,2030年になると約3,900万人に落ち込むと言われている。

第1-11表 純再生産率の国際比較

我が国の純再生産率をみると,49年で0.97,52年で0.86という低下を示しており,仮りにこの傾向が続くなら
ば,将来,人口が縮小再生産に向かう危険があるというだけでなく,出生率の急激な低下が人口構造に基本的
なゆがみを与え,生産人口と扶養人口の不均衡,円滑な世代交代の妨げ等社会経済上様々な困難を招来する
おそれがある。
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現在の出生率の低下の理由については,いろいろな側面が考えられるが,厚生省人口問題研究所の昭和53年
度「長期人口変動に対する地域住民の意識と環境に関する調査」によれば,未就学児を持つ母親では平均
1.92人の子供を持っており,更に追加して子供をほしいという追加予定平均子供数は0.41人になっている
が,今後子供を生まないと回答したもののうち,子供を生まない理由として,「今後の教育費や生活費の問題
を考えて」をあげるものが約76％で最も多く,また,大都市とその周辺では,「住宅事情を考えて」が64％
(重複回答)でこれに次いでおり,教育費問題と住宅問題の比重が大きいことが示されている。その他過密
社会からくる生活態度意識の変化,婦人の社会進出,経済の不況,避妊の普及等多種多様の要因が関係してい
ると言われている。これら出生の動向に影響を与える周辺の問題について更に分析研究を進め,出生の動
向を的確には握することへの努力が特に重要視されなければならない。
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総論
第1章  婚姻,出産及び子供の健康をめぐって
第2節  出生の動向
2  母親の年齢別にみた出生率

出生率の低下とともに,出生時の母親の年齢分布は高齢者が少なくなり,最近では24～25歳で結婚し30歳ぐ
らいまでに1～2児を生みあげてしまう傾向が顕著にでている(第1-5図)。

また,第1-6図にみられるように,出生児に占める第3児の割合は30年代には,はっきりと低下している。

第1-5図 母親の年齢別にみた出生率年次比較

第1-6図 出生順位別にみた出生数構成割合の年次推移
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総論
第1章  婚姻,出産及び子供の健康をめぐって
第2節  出生の動向
3  人工妊娠中絶と家族計画

我が国の戦後の急激な出生率の低下の一因としては,23年に制定された優生保護法による人工妊娠中絶が
あるという面もある。この推移を出生数と比較してみると第1-12表のようになる。

第1-12表 母の年齢別にみた出生数と人工妊娠中絶件数の推移

この推移をみると,人工妊娠中絶件数は年々減少しており30年には出生1に対して中絶0.68という高率で
あったのが,53年には出生1に対して0.36と低下している。しかし,35歳以上になると出生数をはるかに超
える人工妊娠中絶が行われており,35～39歳で出生1に対して中絶2,40歳以上では出生1に対して中絶8と
なっている。

諸外国の人工妊娠中絶と出生数を比較してみると第1-13表のようになり,特にハンガリーでは,1967
年,1970年の出生数を人工妊娠中絶件数が上回っていたが,1976年になると出生1に対して中絶0.51となり,
かなり中絶の割合は少なくなってきている。このなかにあって,アメリカの1970年に出生1に対して中絶
0.0482であったのが,1975年には出生1に対して中絶0.32という5年間で5.7倍という急上昇がある。世界
的傾向として,過去に出生に対して中絶の多かった国においては,中絶件数も減少傾向にあるが,中絶に厳し
かった国においては中絶件数はかなり急速な増加傾向にある。
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第1-13表 諸外国の出生数と人工妊娠中絶件数

次に人工妊娠中絶によらない家族計画すなわち受胎調節の実施率は,毎日新聞社家族計画世論調査によれ
ば25年に19.5％であったものが逐次上昇し,52年では60.4％と高い率に達し,それが国民のなかに定着して
いる(第1-14表)。

第1-14表 避妊実行率
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総論
第1章  婚姻,出産及び子供の健康をめぐって
第2節  出生の動向
4  周産期死亡率と妊産婦死亡率

母子保健水準の一つの指標として周産期死亡率(後期死産数(妊娠第8月以後)＋早期新生児死亡数(生後1週
未満)/出生数×1,000)と妊産婦死亡率がある。

まず,我が国の周産期死亡率の年次推移をみてみると,第1-7図のように,25年の46.6から40台を割るのに12
年を要したが,37年の387から後はかなり早いテンポで改善がみられ,53年には13.0までなった。次に諸外
国と比較すると第1-8図にみるように,我が国はデンマーク,スウェーデンについで低率国であるが,特徴と
して早期新生児死亡率が非常に低率である反面,後期死産比は高率となっている。なお,後期死産の原因の
主なものとしては,53年では原因不明の胎児死亡22.5％,臍帯異常14.6％,先天異常13.6％,妊娠中毒症11.8％
となっている。

第1-7図 周産期死亡率(出生千対)の年次推移

第1-8図 主要国における周産期死亡率

厚生白書（昭和54年版）



次に妊産婦死亡率(出生10万対)についてみると,第1-15表でみるように我が国は,15年に239.6あったもの
が35年にはおよそ半減し,45年には5分の1に,その後も低下の一途をたどり現在(53年)は10分の1となって
いる。

第1-15表 妊産婦死亡率の国際比較

しかし,欧米諸国との比較では,戦前ではむしろ低い方であったにもかかわらず,諸外国の著しい改善に比し
て,もう一歩の感がある。

妊産婦死亡の原因をみると(第1-16表),我が国は妊娠中毒症や出血によるものが著しく高率であり,53年で
は妊娠中毒症,出血,子宮外妊娠による死亡が全妊産婦死亡の64.0％を占めている。

第1-16表 主要死因による妊産婦死亡率(出生10万対)の国際比較
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このように妊娠中毒症及び妊産婦の糖尿病,貧血,産科出血等は,妊産婦死亡の主たる原因となるほか,未熟
児や先天異常等の発生原因となるなど妊娠及び出産に重大な支障をきたすものであり,既に行われている
健康診査,保健指導,医療援助等の周産期保健医療の推進を図る必要がある。
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総論
第1章  婚姻,出産及び子供の健康をめぐって
第3節  子供の健康をめぐって
1  乳児死亡の劇的な減少

子供の健康状態を端的に表わす指標として,乳児死亡率がある。

戦後における医学医術の進歩,公衆衛生活動の発展,国民の所得水準の向上,衣食住にわたる生活改善,社会
保障の充実等により,我が国の死亡率は著しく減少し,平均寿命(0歳における平均余命)は世界の最高水準に
達した。

第1-17表は,年齢階級別にみた死亡率の年次推移である。この表から明らかのように,いずれの年齢階層に
おいても死亡率が減少しているが,特に乳幼児をはじめとして年少者の死亡率の改善が著しい。

第1-17表 年齢階級別にみた死亡率(人口10万対)の年次推移

第1-9図にみるように,我が国の乳児死亡率(1年間の1歳未満の死亡数/1年間の出生数×1,000)の年次推移
は,人口動態統計上では大正7年の出生1,000対189が最も高く,その後年々低下し,昭和15年には100以下と
なった。戦後特に著しく減少し,25年には60,30年には40,40年には19となり,更に51年には10を割り,53年
には8.4となっている。

第1-9図 諸外国の乳児死亡率(出生1,000対)の推移
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また,乳児死亡率の年次推移を欧米諸国と比べると,戦前,戦争直後はかなりの差があったが,20年代以降の
急激な改善により,現在では世界でも最も低い国の一つとなっている。

乳児死亡の原因は,先天的なものと後天的なものとに大別できる。生後間もない時期においては,環境に対
する適応性も弱く,また妊娠,分べんからの影響もあり不安定な時期であって,4週未満の新生児死亡,特に1
週未満の早期新生児死亡は先天的な要因によることが多い。これに反して,生存期間が比較的長くなると,
細菌感染とか不慮の事故など後天的な原因による死亡が多くなる。死因別にみた乳児死亡の年次推移
は第1-18表でみるように,25年では肺炎・気管支炎,胃腸炎などの感染性疾患が高く,肺炎・気管支炎が出
生10万対で1,332.8(全体の22.2％),胃腸炎が出生10万対で831.4(全体の13.8%)であったが,53年には前者が
54.3(全体の6.5%)になり,後者は10大死因かち落ちるなど,感染性疾患の急激な減少が注目される。これに
対して近年においては,先天異常が最大の死因となっており,53年には219.6で乳児死亡総数に対する割合
は26.2%を占めている。

第1-18表 年次別にみた乳児の死因順位・死亡率(出生10万対)・割合
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生存期間別にみた乳児死亡割合の年次推移は第1-10図のとおりである。1週未満の早期新生児死亡の全乳
児死亡に占める割合は,25年には約25％であったが,次第に増大し,53年には,53.8％を占めるに至った。ま
た,新生児死亡の全乳児死亡に占める割合も25年には45.6％であったが,53年には約67％となっている。こ
れは乳児死亡のうち,肺炎・気管支炎,胃腸炎などの後天的な原因による死亡の改善が著しかったのに反し,
先天的な原因による死亡の改善がこれに伴わなかったためである。

第1-10図 生存期間別にみた乳児死亡割合(百分率)の年次推移
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総論
第1章  婚姻,出産及び子供の健康をめぐって
第3節  子供の健康をめぐって
2  子供の死亡も大幅に減少

乳児と同様に,1歳以上の子供の死亡率の改善も著しい。第1-17表から明らかなように,1～4歳の幼児の死
亡率はこの25年間に約11分の1に減少している。これは乳児死亡率の減少率(約6分の1)を大きく上回つて
いる。同様に,5～9歳の死亡率は25年間に約6分の1に,10～14歳及び15～19歳の死亡率は,約4分の1に減少
している。しかしながら,年齢階級別の子供の死亡率を諸外国と比較すると,第1-19表でみるように,我が国
の5～14歳の子供の死亡率30.7(人口10万対)は欧米諸国と同程度である反面,我が国の1～4歳の幼児の死亡
率84.7(人口10万対)は,スウェーデンの約2倍,デンマークの約1.5倍と,他のどの欧米諸国よりも高くなって
いる。

第1-19表 年齢階級別にみた死亡率(10万対)の国際比較

子供の死亡の原因を年齢階級別にみると,第1-20表のとおりであり,各年齢階級を通じて不慮の事故が最も
多く,特に1～4歳,5～9歳15～19歳では,それぞれ全死亡の40％以上を占めている。また,乳児の不慮の事故
は,死因の第5位で全死亡の5.0％であるが,これは乳児の死亡数が幼児などの死亡数に比べてはるかに大き
いゆえであって,人口10万対の死亡率は41.8で,年少者の中では最も高い。1～4歳の不慮の事故による死亡
数を半減できたとすると,1～4歳の人口10万対の死亡率は56.4となり,欧米諸国の1～4歳の死亡率の水準に
達し得る。不慮の事故の種類としては,第1-21表でみるように,乳児では吐乳の誤飲やふとんなどによる圧
迫のための機械的窒息が最も多く,1～4歳の幼児期ではでき死,続いて自動車事故が多く,学童期では自動車
事故が最も多くなっている。

第1-20表 年齢階級別にみた死因順位・死亡割合・死亡率
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第1-21表 年齢階級別不慮の事故による死亡者数

子供の交通事故による死亡者数は,警察庁の調べによれば,第1-11図のとおり,47年の死者2,023人をピーク
にここ数年減少しているが,53年においても死者数1,180人,負傷者数94,695人と依然多数にのぼってい
る。歩行中の子供の被害状況をみると,死者数769人,負傷者数は53,015人であるが,6歳以下の幼児のみに
ついては,人口10万人当たり死者数は46人,負傷者数は271.3人でそれぞれの平均事故率2.5人及び84.1人に
比べ際立って高くなっている(第1-22表)。

第1-11図 子供の交通事故の推移
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第1-22表 年齢層別歩行者の交通事故死者数と負傷者数

歩行中の事故の発生状況としては,「飛び出し」と「車の直前直後の横断」が合わせて約9割を占めている
が,低年齢層ほど「飛び出し」の割合が高く,親をはじめとする社会の十分な指導監督が望まれるとともに,
裏通りや遊び場付近への車の進入の規制を必要に応じて実施することも事故防止のうえで有効であろ
う。15歳以下の子供の自転車乗用者の被害状況については,53年には死者数273人,負傷者数30,408人で,死
者数はここ数年横ばい状況である。人口10万人当たりでみると,7～15歳の負傷者数が平均事故率の2倍程
度となっているが,これは,この年齢層の子供の自転車利用者の割合が,他の年齢層より多いことが原因と思
われる。

中学生以下の子供の水死者数は,第1-12図のとおり,漸減の傾向にあるが,それでも53年には,1,155人で水死
者全体の40.6％を占めており,特に幼児の比率が高い。事故の態様としては,海や川での水泳中や水遊び中
が多いが,幼児についてみると,水(浴)そうに落ちて死亡した者が水死者の約40％を占め,水遊び中に死亡し
た者より多くなっている(53年,警察庁調べ)のが注目される。いずれにしても,子供の事故は大人の責任で
あり,親の注意はもちろん,大人の注意深い配慮及び事故防止対策の推進が望まれる。

第1-12図 学齢別水死者数の推移
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不慮の事故の次に多いのは,悪性新生物で,5～9歳及び10～14歳では死因順位の第2位,1～4歳及び15～19
歳では第3位を占めている。

乳児及び幼児期以降の死因のなかで注目されるのは,先天異常である。これは,乳児では既に述べたとおり
死因の第1位,1～4歳の幼児期では死因の第2位で全死亡の15.0%を占め,人口10万対の死亡率は10.6であ
る。また,5～9歳では死因の第3位で全死亡の5.7％を占め,人口10万対の死亡率は1.7である。しかも,心身
障害児の発生原因の40%以上が先天異常によると言われている。

先天異常の原因については,現状において不明のものが多いが,遺伝子病(先天性代謝異常など),染色体異常
(ダウン症など),ウイルス感染(先天性風疹症候群など),化学物質(サリドマイド,有機水銀など)などについ
ては明らかになってきている。

したがって,原因が分かっているものに対しては,多方面からの予防対策,早期発見・早期治療の強化拡充に
よる心身障害の発現の防止が,現在及び今後の母子保健の主要な課題であり,また,原因不明のものに対して
は,その究明のための研究について,なお一層の努力を払わなければならない。
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総論
第1章  婚姻,出産及び子供の健康をめぐって
第3節  子供の健康をめぐって
3  子供の病気

戦後における産業経済の発展,医学医術の進歩,医療保障の拡充,公衆衛生活動の発展,栄養水準の向上,生活
環境の改善などに伴って伝染病の激減,死亡率の低下,体立の向上など子供をめぐる健康水準も向上してき
た。しかしながら反面,大気汚染などによる公害病の出現,急激な都市化,モータリゼーション,社会・家庭
環境の変化など,新たに子供の健康を阻害する要因が出現してきた。

第1-13図は,年齢階級別にみた有病率(人口千対の繰越傷病件数)の年次推移であるが,40年代以降全年齢層
にわたって増加を示し,特に高年齢層と14歳以下の年少者層の増加が著しい。この増加の要因については,
国民の生活水準の向上に伴う傷病感の変容,衛生教育の浸透に伴う早期発見・早期受診の思想の徹低,医療
施設の増加と医療保険制度の拡充に伴う受療機会の増大,感染性疾患の減少に反し慢性疾患の増加,生活環
境の変化に伴う新しい疾患の出現などが言われている。

第1-13図 年齢階級別にみた有病率(千人当たり繰越件数)の年次推移

これら有病率を傷病種類別にみたのが,第1-23表であり,0～4歳の乳幼児では呼吸器系の疾患が人口1,000
対79.5で最も多く(うち急性鼻咽頭炎69.7),次いで不慮の事故・中毒および暴力8.9,伝染病および寄生虫病
6.2,神経系および感覚器の疾患5.0,消化器系の疾患4.3の順に続いている。5～14歳の子供では,同様に最も
多いのは呼吸器系の疾患で人口1,000対34.7(うち急性鼻咽頭炎24.1)となっており,不慮の事故・中毒およ
び暴力が12.2でこれに続いている。これを38年の有病率と比べると,最近における14歳以下,特に0～4歳の
乳幼児の有病率の増加は,呼吸器系の疾患と不慮の事故,なかでも急性鼻咽頭炎の増加が大きな部分を占め
ていることがわかる。その原因については「現代っ子はひ弱でかぜをひきやすい」のか,又は調査時の被
面接者である母親の傷病に対する考え方を反映したものかなどが考えられる。
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第1-23表 傷病大分類・年齢階級別にみた有病率

また,第1-24表は文部省「学校保健統計調査」による児童の主要疾病・異常の被患率を表わしたものであ
る。

53年の調査では,幼稚園児から高校生にわたって,最も多いのはむし歯で,特に高校生では95％を超えてい
る。これを45年の調査と比較してみると,小学生以上の児童では増加しているにもかかわらず,当時最も多
かった幼稚園児においては,95.4％から87.5％に減少を示しているし,全児童を通して,むし歯の被患者のな
かで未処置のある者が減少し,処置完了者が増加している。

第1-24表 児童・生徒の主要疾病・異常被患率

次に厚生省が実施している歯科疾患実能調査(32年から6年ごと)に基づいて児童の歯科衛生状況をみてみ
ると, 第1-14図で分かるように50年の調査では乳歯の1人平均むし歯数は,2歳で2.6歯(現在歯の13.8％),3歳
で6.2歯(現在歯の31.3％),5～6歳になると9.0歯で現在歯の約半分がむし歯となっている。乳歯の1人平均
未処置歯数は2歳で2.5歯(むし歯の98％),3歳で5.8歯(むし歯の93％),5歳で7.5歯(むし歯の83％)となって
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おり,むし歯のほとんどが処置されていない。また乳歯のむし歯有病者率は,第1-15図でみるように,1歳で
11.4％であるものが2歳で51.7％,3歳で84.2％と4歳未満での増加が著しく,6歳ではついに97.8％となって
いる。乳歯のむし歯有病者のなかで,処置完了者は総平均で5.6％,処置歯・未処置歯を併有するものは
27.6％,未処置者は66.9％となっており,未処置の者の割合が非常に高い。なお,永久歯についてみたもの
が,第1-16図と第1-17図である。永久歯の1人平均むし歯数は,5歳より年齢が高くなるにつれて増加し,15
歳では健全歯の30％以上となっている。また,永久歯のむし歯有病者率は,5歳で5.7％,6歳で36.0％10歳で
90.2％,14歳で98.0％となっている。

第1-14図 乳歯の1人平均現在歯数・むし歯数・未処置歯数・処置歯数

第1-15図 乳歯のむし歯有病者率

第1-16図 永久歯の1人平均現在歯数
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第1-17図 永久歯のむし歯有病者率

乳歯は5～6歳ころから永久歯にはえかわりはじめ,12歳ころにはほぼ脱落してしまうため,従来から乳歯に
ついては軽視されがちである。しかし,乳歯のむし歯は,口腔環境悪化のため永久歯のむし歯になる危険率
を増し,あごの発育障害などから永久歯の歯並びを悪くしたりする。また,一般的に歯の病気は,胃腸への負
担,疼痛のための偏食,細菌の侵入口となりリューマチ等の疾病の一因など全身に重大な悪影響を及ぼすも
のである。むし歯の予防については,個人レベルでは歯口清掃(はみがき),規則正しい食生活,妊娠中のバラ
ンスのとれた栄養,定期的な歯の検査等があげられるが,厚生省では現在3歳児及び1歳6か月児の歯科健康
診査等を実施しているが,今後一層効果を上げるために,長期的かつ総合的観点に基づいた小児歯科保健の
体制づくりについての検討を行っている。

児童の被患率のなかでむし歯に次いで多いのが近視である。小学生以上では第2位を占め,年齢が高くなる
に従って被患率も増加している。25年以降の近視児童の年次推移では全児童を通して増加していて,特に
高校生,次いで中学生において顕著であるが,小学生についてはここ数年漸減の傾向にある。これら近視児
童の増加要因としては,受験勉強やテレビの見過ぎなど,小活字漢字の読書及び室内における生活の増加,望
遠の機会の減少などが言われている。遠視,乱視の被患率は,小学生で1.22％,中学生で1.46％,高校生で
2.3％であるが,最近,学校における視力表検査で近視と類別された者のなかで遠視や乱視が混在すること,
殊に読書を嫌い落ち着きのない児童について,遠視の介在を見過ごせないという警告が強まっている。

次に心臓疾患・異常の被患率は,幼稚園児で0.39％,小学生で0.34％,中学生で0.39％,高校生では0.68％であ
るが, 第1-20表でみるように心臓疾患は10～14歳及び15～19歳の死因の第4位を占めているし,また,児童
の突然死の70％以上を占めているとも言われている。今後とも,心臓疾患の早期発見・早期治療などを進
めていく必要がある。
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4  減った伝染病のなかで百日せきの復活

近年の医学医術の進歩,防疫対策の推進,生活環境の整備,栄養の改善等による個体の抵抗力の強化,国民の
疾病予防に対する知識の普及などにより,急性伝染病による死亡者数は激減した。厚生省の伝染病及び食
中毒統計によると,法定伝染病のなかで,患者数の多いのがしよう紅熱と赤痢であり,しよう紅熱はなお漸減
傾向にあるが,赤痢は53年に1,037人と急増している。指定伝染病のなかでは,インフルエンザ,麻しんが高
いり患率を示しており,これらは,数年あるいは隔年に流行を起こしている。

注目すべきは,最近における百日せき患者数の急増である。百日ぜきは,ジフテリアとの混合予防接種によ
り近年著しく減少した疾患の一つであり,そのり患率を年次別にみたのが,第1-18図である。25年には12万
人を超える患者が発生し多数の乳幼児が死亡し,その後も33年まで毎年2万人から10万人の患者が発生し
多数の乳幼児が死亡している。その後徹底した予防措置により減少を続け,42年には初めて1,000人を割
り,49年には393人となった。ところが,50年から一転して増え続け,50年1,084人,51年2,508人,52年5,420
人,53年9,626人となった。54年になって流行は更に広がり5月末までに4,172人の患者が出ており,これは
昨年の同期(1,678人)に比べ,2.5倍のハイペースである。52年の伝染病統計により,年齢階級別の発生状況
をみると,ほとんど0～4歳の乳幼児であり,患者総数の88.7％を占めている。原因としては,49年12月と,50
年1月の予防接種副反応に関連した50年2月のワクチン一時接種停止及びその後の接種率の低下があげら
れている。

第1-18図 百日せきり患率(人口10万対)の年次推移

以上あげた伝染病は,児童,特に10歳以下の小児に高いり患率を示しており,今後なお一層の予防対策が望ま
れる。
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5  子供の体位

幼児の身体発育について,国民栄養調査の結果から男女幼児の身長と体重を10年ごとに比較してみると, 第
1-19図のとおりである。この20年間の間に平均身長は,1歳から6歳までの各年齢で,4cm以上もの伸びをみ
せており,平均体重においても1～2kgの増加がみられる。また,32年から42年の10年間の伸びが,42年から
52年の10年間のそれよりも著しい。

第1-19図 男女幼児の身長・体重の平均値

次に,53年度の学校保健統計調査より児童の身長・体重・胸囲の全国平均値を,性別・年齢別にみると, 第
1-20図のとおりである。調査対象年齢において,年間の発育量が最も鈍化する17歳の者について,身長,体
重及び胸囲の全国平均値をみると,男子では身長169.3cm,体重59.9kg,胸囲85.5cmとなっており,女子では
身長156.6cm,体重52.Okg,胸囲81.7cmとなっている。男女の体位の差を年齢別にみると,身長,体重は9歳
まで,胸囲は10歳まで男子が女子の体位を上回っているが,その後は女子が男子の体位を上回るようになり,
その年齢は身長,体重では10～12歳,胸囲では11～13歳で,その差が最も大きいのは,身長では11歳の2.0cm,
体重では11及び12歳の1.2kg,胸囲では13歳の1.4cmである。しかし,この時期を過ぎると再び男子が女子
の体位を上回るようになり,その差は17歳で最大となり,身長で12.7cm,体重で7,9kg,胸囲で3.8cmとなって
いる。
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第1-20図 児童・生徒の性別・年齢別にみた身長・体重・胴囲の平均値

男子の身長,体重を20年前の33年度と比較してみると,身長,体重ともすべての年齢において向上していて,
特に12～14歳の中学生において著しく,身長で約9cmの伸び,体重で約7kgの増加がみられる。

次に,児童の身長及び体重の年齢別年間発育量を,53年度と20年前の33年度について比較すると, 第1-21
図のとおりである。身長についてみると,男子の最大年間発育量を示す時期は33年度では「14～15歳」で
あったが,53年度では「12～13歳」と2歳早くなり,女子の場合は33年度では「11～12歳」であったが,53
年度では「9～10歳」,「10～11歳」と1～2歳早くなっている。体重では,男子が「14～15歳」から「12
～13歳」と2歳早くなっているが,女子の場合は,33年度,53年度とも「11～12歳」で変化がみられない。
なお,各年齢層にわたる年間発育量の変化について,33年度と53年度を対比してみると,身長,体重のいずれ
についても,男女ともに前述した最大年間発育量を示す年齢層を境にして,より低い年齢層では,おおむね53
年度の発育量が大きく,より高い年齢層では33年度の発育量の方が大きくなっている。このことから,最近
の児童は,男女とも身体の最も発育する時期が20年前と比較して早まってきているし,また男子に比して女
子の成長の早期化傾向は変わってないことがうかがえる。

第1-21図 児童・生徒の年齢別にみた年間発育量の推移
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6  子供の体力

前述したように子供の体位は著しく向上してきたが,果たして体力,運動能力はどうであろうか。総理府の
世論調査によると,今の子供について「体力は向上していない」と思うもの71％,「運動不足」と思うもの
62％という結果が出されているように,最近,子供の体力の低下について種々の問題が指摘され話題をよん
でいる。例えば,「つまづいて頭を打った」,「ボールが目に当たった」,「マット運動,うさぎとびぐらい
の運動で骨折した」,「朝礼でバタンと倒れる」,「小刀が使えない,鉛筆が削れない」などの子供が増加し
たということである。それでは,現代っ子は本当に「ひ弱」で骨折し易く,不器用なのであろうか。確かに,
日本学校安全会が,骨折に対して給付した件数の児童100人に対する割合は,41年の0.53から47年の0.75,49
年の0.69となっている。しかし,日本学校保健会の骨傷害委員会の調査研究によると,最近の子供は,骨がも
ろく骨折しやすくなったと言われるが,明らかな科学的データは発見できず,骨折給付件数の増加の一因と
して,制度の普及,医学の進歩と受療機会の拡大等も考慮しなければならないのではないか。また,骨のもろ
さの原因として,偏食等によるカルシウム摂取量の低下が言われているが,厚生省の国民栄養調査による
と,1人1日の平均カルシウム摂取量は年を追うごとに改善されてきており,一概にカルシウム摂取量不足と
は言えないなどの結論が出されている。

また,「手先が不器用になった」ことに関しても,大人が子供から小刀を取り上げた結果であり,子供の手が
不器用になったのではないとの見方もあり,また,調査によっても昔の子供たちよりも不器用だという結果
は出ていない等,断定的に結論づけることは困難である。

現代の子供の体力の実態を知ることのできる資料は少ないが,ここに,文部省が毎年実施している「体力・
運動能力調査」がある。この調査は,標準化された「スポーツテスト」に基づいて項目別のテスト結果を
点数に換算して総合的に体力・運動能力を判定するものである。53年度における調査結果は,第1-22図,第
1-23図に示すとおりである。

第1-22図 体力診断テストの合計点
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第1-23図 運動能力テストの合計点

体力診断テストの合計点からみると,青少年の体力は男女ともほぼ17～18歳まで急激な発達傾向を示し,そ
れ以後ゆっくりとした低下傾向がうかがえる。しかし,ピーク(最大能力レベル)期以前にみられる発達傾
向は,男子の方が女子よりも急激であり,かつピーク期以後の体力の低下傾向は男子の方が緩やかである。
このように,体格の完成期と考えられる年齢で,既に体力的低下現象を示すようになる現状には問題があろ
う。この傾向を体力要素別にみると,男子の敏しよう性(反復横とび)・瞬発力(垂直とび)・柔軟性(伏臥上
体そらし,立位体前屈)及び女子の敏しょう性・筋力・柔軟性は,17～18歳をピークとして,それ以前は急激
な発達を,以後はゆっくりとした低下傾向(男子より女子が急激)を示す。これに対し,男子の筋力(背筋力,握
力)は,急激に発達するのは20歳以前であるが,ピークに達するのは22歳以後となり遅い。また,男女とも筋
力は,ピーク期以後の低下傾向が他の能力よりも非常に緩やかであるなどが推測されている。
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次に,運動能力テストの合計点からみると,青少年の運動能力は男子では18歳,女子では16歳にピークに達
している。ピーク期以前は男女とも急激な発達傾向がみられるが,男子の方がより顕著である。要素別で
は,各能力要素のピーク時年齢は男子より女子が若干早い程度で大差はないが,女子の場合は,12歳ころ既に
ピーク時能力レベルにかなり近いレベルにまで達している。これは,運動能力の発達可能性のより多くが
実現されるのは12歳以前であろうとの推測を可能にする。これに対し,男子の場合は,12歳以後もピーク時
能力レベルまで,まだかなり多くの発達可能性が残されていると考えられる。また,男女とも,持久力(持久
走),筋持久力(懸垂腕屈伸)は,ピーク期以後の低下傾向が他の能力よりも非常に急激であると推測されてい
る。

一方,第1-24図は,男子の10歳,13歳,16歳,18歳(大学生,勤労青年)の体力診断テストの合計点の年次推移をみ
たものである。ここでみた男子の体力に限らず,一般的に,青少年の体力・運動能力は年を追って徐々に向
上してきてはいるが,体位の著しい向上に比して非常に緩やかであると考えられる。また,第1-25表は,53
年度の男子の体力・運動能力調査の要素別の平均点を10年前の43年度のそれと比較したものであり,総合
的にみれば徐々に向上してきているが,筋力(背筋力),持久力(持久走)については,かえって低下傾向さえあ
ると考えられる。

第1-24図 男子の体力診断テストの合計点の年次推移

第1-25表 男子の体力・運動能力の要素別年次比較
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次に,第1-25図は,13歳の男女について学校所在地の地域特性別に体力,運動能力両テストの合計点の平均
点を棒グラフに表わしたものである。体力診断テストによる体力には,地域差は余りうかがえない。しか
し,運動能力テストによる運動能力については男女とも,住居や事業所,商店などが密集し,自然の環境や遊
び場,運動広場などがほとんどみられない過密地域に通学するものの集団の方が市街地域及び農村的地域
のそれよりも劣っていると推測される。また,運動,スポーツの実施状況別に体力・運動能力を比較してみ
ると,一般に,運動・スポーツ実施回数が多い者の方が,体力診断テスト,運動能力テストは優れている。特
に,運動能力テストでは,「ほとんど毎日運動している」者の成績が,すべての年齢群,男女群において他の
者より優れているという調査結果もある。

第1-25図 学校の所在地別スポーツテストの合計点
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7  肥満児ともやしっ子

近年,栄養水準の向上などにより子供の体位は著しく向上してきたが,一方,過剰栄養摂取,運動不足とあい
まって肥満傾向児の数も全国的に増加の傾向にある。

肥満の判定にはいろいろなものがあるが,第1-26図は,学校保健統計調査により性別,年齢別にみた肥満傾向
児(標準体重として身長別平均体重を用い,その120％を超えるもの)の出現率を示したものである。52年度
では,おおむね男女とも年齢が高くなるに伴って出現率も高くなり,男子では,11歳で,女子では12歳で最も
高く,いずれも6.7％となっている。これを43年度の出現率と比較してみると,男子では各年齢とも約2倍,特
に12歳では2.5倍の増加をみており,女子では14歳の減少を除いて各年齢とも男子と同程度近く増加してい
る。

第1-26図 肥満傾向児の出現率

肥満には,何らかの特定疾患の症状の一つとして現われる症候性肥満と,特定の病気に関係なく,日常生活の
中における食事,運動などのそのものの在り方からくる単純性肥満があると言われている。第1-26表は,世
帯別の摂取熱量,たん白質摂取状況をみたものであり,成人男子の所要量の2,500Calを20％上回る3,000Ca1
以上も摂取している世帯が約3割もある。たん白質においても所要量は70gであるが,100g以上とっている
世帯が約20%もある。このような過剰栄養摂取は,親と同居している子供にとって,交通機関の発達,遊び場
の不足やテレビの見過ぎなど室内生活の増加による運動不足とともに,肥満傾向を増長するおそれがあ
る。肥満は,高血圧,糖尿病,心臓病等の発病と密接な関連があり,成人病の予防を図るためにも,子供の時期
から各人の運動量を十分に考慮して適切な栄養摂取に努め,肥満を予防する必要がある。

第1-26表 成人男子換算1人1日当たり熱量・たん白質摂取量の世帯分布
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肥満児増加の反面,細長児いわゆる「もやしっ子」の存在も見逃せない。肥満児の場合と同様に,病的な細
長児と単なるやせすぎとは区別されるべきである。学校保健統計調査では,体重が性別,年齢別,身長別平均
体重の80％以下の者をそう身傾向児としていて,52年度におけるそう身児出現率は,男子では0.5～1％,女
子では0.5～3％であり,各年齢を通じて女子の出現率が高い。

最近,子供における欠食(朝食)の習慣化が増加傾向にあるが,これは貧血症の増加の原因の一つとも考えら
れ,また,欠食によるドカ食いなどによって肥満との因果関係も言われていて注目を要する。
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8  母乳育児の推進

近年,我が国における母乳栄養の減少傾向は著しく,市部,郡部を問わず人工栄養児が増加しており,母子保
健対策の上で大きな問題となっている。第1-27図にみるとおり,34年には56.1％行われた母乳育児は,46年
には32.7％となり,人工栄養を下回る状態となった。この母乳栄養の急激な退潮の原因としては,人工栄養
に用いられる育児用粉乳の改良によって,人工栄養への信頼が高まり,安易に人工栄養を行うようになった
ことが指摘されている。また,主たる助長要因としては,入院分べんの増加,母乳分泌量の早期の減少,人工
栄養法に対する過大評価,職業を持つ母親の増加,母乳育児に対する不安感などがあげられている。

第1-27図 乳児栄養法別の推移

母乳育児の優秀性について,従来は統計的,経験的に説明されるにとどまっていたが,最近に至って,免疫物
質や病原体に対する予防効果など,いろいろの新知見が科学的に解明され,母乳栄養の優秀性をもう一度見
直そうという機運が国内外ともに高まってきた。49年5月のWHO総会は,乳児の身体的,精神的に調和のと
れた発達を促進するための理想的保育法として母乳育児の奨励を強く勧告した。

一方,我が国においては,50年1月,厚生省は母乳育児の急激な減少に注目し,特に母乳育児が乳児の精神的,
情緒的発達や出産後の母体の健康回復(産じよく期の子宮収縮の促進)に及ぼす影響などを考慮せず,単に
人工栄養でも身長,体重といった身体の形態的な発達が母乳栄養児にほとんど劣らないといった理由で,安
易に人工栄養による育児が行われるようになった風潮を重視し,母子保健対策の基本的課題として母乳育
児の推進に取り組んだ。「出生後1.5か月までは,母乳のみで育てよう」,「3か月までは,できるだけ母乳で
頑張ろう」,「4か月以降も,安易に人工ミルクにかえないで育てよう」という母乳運動のスローガンを提
唱し,母乳に関する研究の推進,母乳育児に関する啓もう運動などを実施している。その結果,母乳育児
は,46年の32.7％から,51年には37.2％となっている。また,なぜ人工あるいは混合栄養にしたかについて
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は,第1-28図でみるように,「母乳が出ないので」が最も多く77.6％,次いで「仕事のため」が10.3％であ
り,「人工栄養の方がよいと思うので」は2.7％と僅少である。

第1-28図 母の年齢別にみた人工又は混合栄養にした理由

近年,いろいろの化学物質によって生活環境が汚染されていることに関連して,これらの物質による母乳汚
染が問題とされている。特に問題視されているのは,残留性の強い有機塩素農薬のBHC,DDT,ディルドリン
等や,有機塩素化合物で残留性の強いPCBである。これらの有害化学物質は,既に生産も使用も禁止されて
おり,現在は過去に使用され,生活環境にまだ残留しているものの影響が,問題とされているのである。

厚生省では,45年度以来,これら有害化学物質による母乳の汚染状況と,母子の健康への影響の疫学調査を実
施しているが,その結果については,第1-27表でみるとおりである。PCBの全乳当たり濃度は,47年度以降漸
次低下する傾向にあったが,51年度以降はほぼ同水準にとどまり,53年度では平均0.024ppm,最高0.2ppm
で,地区別では都市住宅地区の濃度が高い。総BHCの全乳当たり濃度は,年次的に漸次低下する傾向にあ
り,53年度では平均0.062ppm,最高0.341ppmで,都市住宅地区の濃度がやや高い。総DDTの全乳当たり濃
度は,50年度までは明らかな変化は認められなかったが,52年度からようやく低下しはじめ,53年度では平
均0.049ppm,最高0.266ppmで,農村地区の濃度が高い。ディルドリンの全乳当たり濃度も年次的に漸次低
下する傾向にあり,53年度では平均0.002ppm,最高0.014ppmである。なお,PCBは漁村地区において,総
BHCはすべての地区において濃度が東日本に低く西日本に高い傾向がある。また,これら有機塩素剤によ
る母子の健康への影響は,今まで認められていないが,今後とも,調査研究,健康監視を続ける考えである。
このような条件を考慮しても母乳育児は健康づくりの基盤であり,子供の健全育成に欠くことのできない
ものであるという立場から積極的にこれを推進したい。

第1-27表 母乳中のPCB,BHC,DDT,ディルドリンの全乳当たり濃度平均値

  

厚生白書（昭和54年版）



(C)COPYRIGHT Ministry of Health , Labour and Welfare

厚生白書（昭和54年版）




